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１ 基本理念 

 

近年、急速に都市化や情報化が進み、経済情勢や就労環境がめまぐるしく変化してい

く中で、個人の価値観やライフスタイルが多様化するとともに、地域のつながりが薄れ、

孤立や引きこもり、生活困窮などの多様な問題が発生し、複雑に絡みあっています。 

こうした身近な地域課題を解決し、だれもが地域で安心して暮らすことができるまち

づくりを進めていくためには、行政だけではなく、地域住民や関係機関などが、それぞ

れの役割を理解し、連携・協働することによって、ともに支えあい、助けあう地域づく

りを広めていくことが不可欠です。 

そこで、本市では、市民と行政による協働のまちづくりの理念に基づき、それぞれの

役割を果たす中で、誰もが幸せに暮らせる鉾田市を目指すため、「一人ひとりが主役と

なり、ともにつくる、ふれあいとささえあいのまち・ほこた」を本計画の基本理念とし、

計画を推進します。 

 

 基 本 理 念  
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２ 基本目標 

 

基本理念である「一人ひとりが主役となり、ともにつくる、ふれあいとささえあいの

まち・ほこた」を推進するため、本計画では、地域福祉を広げる「基盤」づくり、地域

を支える「人」づくり、助けあいの「地域」づくり、暮らしの「安心・安全」づくりを

基本目標に据え、その達成に向けた取り組みを進めます。 

 

基本目標１ 地域福祉を広げる基盤づくり 

 

地域福祉を支える主役となるのは、地域を知る住民一人ひとりです。地域への関心

を高め、福祉に対する理解を深める学習や体験の機会を充実し、これからの地域を担

う人材を育成します。 

また、そうした人材の育成を通じて、鉾田市にいつまでも住み続けたいと思えるよ

う働きかけます。 

 

■基本施策 

１ 福祉に関する情報提供 

２ 相談支援体制の充実 

３ 福祉意識の向上 

 

基本目標２ 地域づくりを担う人づくり 

 

地域福祉の推進においては、行政サービスだけではなく、地域の実情に即した住民

自身による主体的な支えあいの活動や地域づくりへの取り組みが求められます。 

そのため、身近な地域での近所付き合いやあいさつ運動、地域の行事等への住民参

加を促進し、誰もが笑顔でつながることのできる地域の絆づくりを進めます。 

 

■基本施策 

１ 福祉教育の充実 

２ 地域福祉を推進する担い手の育成 

３ ボランティアの育成 
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基本目標３ 助けあい支えあいの地域づくり 

 

家族で助けあう力や地域で支えあう力の低下によって、孤立する住民が増えており、

自分の頑張りや身近な人たちの協力といった「自助」や「共助」だけでは問題の解決

に至らないケースが少なくありません。 

また、問題の多様化・複雑化により、福祉、保健、医療、介護、就労など多岐にわ

たる支援や専門性を要する支援が必要とされており、市や社会福祉協議会、関係機関

等が協働し、それらに対応するための包括的な相談・支援体制を構築します。 

 

■基本施策 

１ 地域コミュニティの醸成 

２ 福祉サービスの利用促進 

３ 就労相談・就労支援の充実 

 

基本目標４ 暮らしの安全・安心なまちづくり 

 

日頃から住民同士が積極的にコミュニケーションを図り、災害時や緊急時に助けあ

いができる体制をつくっていきます。 

また、住民の地域での暮らしを支えるために、支援を必要とする高齢者や障害者、

子どもなどの個別のニーズを把握するとともに、社会問題となっている虐待やいじめ、

生活困窮などへの早期対応を可能とする見守り体制を構築します。 

 

■基本施策 

１ 災害時・緊急時の支援体制の強化 

２ 生活支援に対する強化 

３ 日常生活における生活基盤の充実 
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３ 施策体系 

■体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　地域福祉を広げる

　　 基盤づくり

市や社会福祉協議会が実施している事業の

周知や各種福祉情報の提供を行います

福祉に対する理解や 支えあいの意識を醸成し

学校教育における福祉教育の推進や、市民

全体の意識啓発を行います

2 地域づくりを担う人づくり

１　福祉教育の充実

小中学校において、福祉教育や地域での

様々な活動への参加体験を通して福祉の意

識づけを進めます

地域福祉推進の担い手の育成のため、ボラン

ティア活動のきっかけとなる養成講座を開催し、

その後のフォローアップ体制を強化します

地域福祉活動におけるボランティアの意義を広

く啓発するとともに、新しい方が活動に参加しや

すい環境づくりに取り組みます

１　福祉に関する情報提供

３　福祉意識の向上

２　相談支援体制の充実

２　地域福祉を推進する

　　 担い手の育成

3　ボランティアの育成

福祉・保健・医療・介護・教育・就労の分野で

専門窓口の連携を図り、ワンストップによる対

応ができる支援体制の整備を推進します

３ 助けあい支えあいの

　　地域づくり

1　地域コミュニティの醸成

地域の抱える課題を住民が共有することができ

るように、様々な機会を通じて多様な住民が交

流を図れるよう取り組みます

2　福祉サービスの利用促進

介護が必要な人や障害のある人などが地域で

自立した生活を送るために、個々の生活課題

に応じた支援体制の充実を図ります

3　就労相談・就労支援の充実

就労を希望する方には、気軽に相談できる体

制の整備や働く機会の確保などの取り組みを

充実します

４ 暮らしの安全・安心な

　　まちづくり

1　災害時・緊急時の支援体制

　　の強化

防災活動への参加や災害時の避難場所等の

確保、災害時要支援者の個別の避難支援体

制を構築します

2　生活支援に対する強化

安心して地域や住み慣れた居宅で生活できる

よう、地域課題の情報収集や連絡調整、社

会資源の開発等を行います

3　日常生活における生活基盤

　　の充実

市や社会福祉協議会、地域住民、関係機

関・団体等が連携し、見守りが必要な人の早

期把握と継続した見守り活動を推進します

基本目標 施 策 施策の内容
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